
はじめに ― フカヒレをめぐる現代台湾の問題とサメ資源利用の歴史

1990年代、動物保護団体による活動によって、台湾はある出来事で世界の注目を集めた。中

国語の「割鰭棄身」、すなわち、漁師がサメを捕獲した後、高級食材として価値の高い鰭（ひ

れ）のみを切り取り、鰭がなくなった、生きたままのサメを海中に投棄するという残酷性を批判

されたのである。当初、サメ漁に従事していた漁民は反発したが、2000年代以降には、さらに

強い批判にさらされた。

2003年（民国 92）11月 26日『中央日報』掲載の「台湾漁船猟鯊割鰭、被控東亜悪首（台湾

漁船によるサメ捕獲と鰭の切り取り、東アジアで最も悪質）」という記事では、鰭を切り取られ、

泳げなくなったまま海中に沈んだ哀れなサメの写真を掲載するとともに、環境保護団体Wild Aid

の顧問 Susie Watisが、台湾のほか、中国・香港・シンガポール・インドネシアなどを名指しし

ながら批判した。2000年の世界におけるサメ類漁獲量は図 1 1） のとおり、インドネシアが第 1位、

台湾は第 5位、日本は第 7位となっている。南シナ海・太平洋に面している台湾は、主要なサメ

漁獲国であるといって過言ではない。

こうした批判に対し、台湾の行政機関である漁業署は次のように反駁する。台湾のサメ資源の

使用と加工は相当に徹底されており、「割鰭棄身」などという行為はすでに過去のものとなり、

現在は「全魚利用」、つまり肉・皮・鰭・胃腸・骨、さらに歯までもが包括的に利用され、まっ

たく資源の浪費などしてはいない、と 2）。

図 1　2000年、世界における主要国・地域別サメ類漁獲量（単位：100トン）
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そしてフカヒレを食べないよう呼びかけが行われるなど、民間でもさまざまな動きが見られた

ほか、2012年には漁業署が「鯊魚鰭不離身（フカヒレと身は一体として出荷すべき）」（1月公布、

翌年 7月発効）などの規定を設けて対応した。17年には台湾の民間団体・環境資訊中心が「台

湾的鯊魚困局、不吃魚翅 3） 就解決了嗎？（台湾のサメの難局は、フカヒレを食べなければ解決す

るのか？）」という一文を発表した。そこではサメ漁に従事する多くの漁民はじつは規定を遵守

しているが、今も「割鰭棄身」を行うごく一部の者のせいで迷惑を被っており、いわば冤罪なの

である。現在では、サメの牙歯は珍奇な装飾品、魚肝は化粧品・健康食品、魚骨は健康食品、魚

皮は料理の材料、フカヒレは高級食材として利用されている。魚肉も料理店や家庭でにんにく・

セロリと炒めたり、火鍋の具材とされたりしている。「鯊魚煙（サメ肉の燻製）」は大衆によく知

られ、魚丸（フィッシュボール）・魚板（かまぼこ）・黒輪（おでん）・竹輪・吉古拉（いずれも

ちくわ）・甜不辣（てんぷら）などの材料としても供されており、「全魚利用」されていると漁民

の立場から主張する 4）。

現在のサメ漁は、かかる複雑な状況を呈しているが、サメ漁を歴史的に遡った時、我々はそこ

に何を看取できるであろうか。先行研究を回顧すると、中国ではすでに 15世紀頃にはフカヒレ

を食する習慣が成立 5）、日本でも江戸・享保年間には中国向けのフカヒレ輸出が始まっていた 6）。

中国では福建や広東の一部を除いて、フカヒレの生産ができなかったため、アジア各地のフカヒ

レはほとんどが中国へと流れ込んだ。特に日本や台湾・香港などは距離的にも近かったから、フ

カヒレ自体を目的とした漁業でなくとも、フカヒレは重要な取引対象と見なされ、サメを捕獲で

きれば、フカヒレの切り取りは必然であった。

さすれば、やはり歴史上でも問題となるのが、フカヒレ以外の部位の取扱いである。「全魚利

用」をめざすならば、圧倒的な割合を占めるサメ肉をいかに利用するのかは重要な課題となる。

現代のように動物保護団体の活動があったわけではない時代においては、単に「割鰭棄身」して

海中へと捨てられていたのか。サメ漁の盛衰とサメ肉の食用の関係を歴史に問うてみることも必

要であろう。

筆者の問題関心は日本統治期（1895～1945年）の台湾におけるサメ資源利用にある（図 2） 7）。

歴史学におけるサメ資源利用の研究は多くないが、古くは日本統治期の日本人によって言及され

ている。台湾の安平税関媽宮税関支署鑑定官補であった田邊一郎の「魚翅」によると、フカヒレ

には多くの種類があり、商品として安価な物は台湾島内で消費され、高級な物は中国（清国）へ

と輸出され上流社会で用いられた。1905・06年（明治 38・39）の台湾からの輸出統計をも掲げ

ており、島内の三大輸出港は淡水・安平（台南）・基隆ないし打狗（高雄）であった 8）。田邊の説

明は詳細を極めるが、商品としての解説にとどまる。

日本統治以前から日本の敗戦直後までの台湾のフカヒレを扱ったものとしては、台湾の林玉茹

の研究がある。林は網羅的に史料を収集・分析し、次の結論を提示した。第 1に、オランダ東イ

ンド会社との貿易が始まって以来、フカヒレは烏魚子（カラスミ）と並んで重要な中国向け輸出

品であり、江蘇・浙江省などへ持ち込まれた。第 2に、割譲直前の清代後半には、大都市・上海
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を中心とする江南デルタの海鮮宴席で海参（なまこ）などとともに食され、上流社会の一種の流

行となった。第 3に、サメはフカヒレだけでなく、魚頭、魚唇・軟骨（明骨）は貴重な食品、魚

骨は肥料、魚肝・魚膠・魚皮・魚肚は"貿易品"とされ、"サメ"は烏魚（ボラ）に取って代わ

る重要な輸出品へと成長した 9）。

林が示した結論のうち、第 1・2点については異論がなく、フカヒレは確かに台湾の重要な輸

出品であった。しかし第 3点に指摘されたフカヒレ以外の部位もが重要な"貿易品"となり、サ

メ自体があたかも丸ごと中国への輸出品になっていたかのような理解にはいさかか同意しかねる。

林の第 3点の典拠は安東不二雄『台湾実業地誌』の記載にあるが、筆者が見るかぎり、ここにい

う"貿易品"をも含めたフカヒレ以外の部位は決してすべてが中国に輸出されたわけではなく、

島内で利用されたものも少なくなかった。"貿易品"という語の影響を受けて輸出品と理解した

のであろうが、ここでは輸出品ではなく"商品"程度の意味かと推測される。

なぜ、かかる点に拘泥するかといえば、後述するように日本統治期の台湾でもフカヒレこそ重

要な輸出品であったものの、他の部位の利用がサメ漁の重要な課題であり続けていたからである。

フカヒレ以外の部位は大きな利益をもたらすものではなく、特に圧倒的な割合を占めるうえ、独

特の臭みがあり美味とはいえぬサメ肉は、とても輸出品とはなりえなかった。冒頭の現在のサメ

漁と同様、フカヒレ以外の部位をいかに利用するかは、漁師・業者、さらに総督府にとっても頭

を悩ませる問題であった。「割鰭棄身」にさほど敏感でなかった時代になぜそれを行わず、「全魚

利用」が求められたか、この問題をさぐることでサメ漁とサメ資源利用の"今"を考えてみるこ

とができそうである。

本稿では、次のような順序を踏みながら、日本統治期におけるサメの「全魚利用」への試みを

考察してみる。まず台湾の水産品におけるフカヒレの重要性を確認する。その後、第 1次世界大

戦中に突如として高まったサメ皮の需要、鞣革の産業化とサメ肉の余剰発生について検討する。

そして最後に、サメ肉の余剰に対処した、台湾総督府水産試験場技師の児玉政治による「魚丸」

缶詰の開発を取り上げ、かかる一連の流れが当時の世界のいかなるサメ資源利用の求めに応じた

ものであったか、さらにサメ肉をいかにアジア各地の人々の嗜好にあわせて食用として消費させ

ようとしたのかについて分析を加えてみたい。

図 2　戦前期（1898ｰ1942年）台湾におけるサメ漁獲量の推移（斤）
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1．第 1次世界大戦以前におけるサメ資源の主な利用法 ― フカヒレの清国への輸出

19世紀末、日本におけるサメ資源の利用

最初に、台湾割譲直前の日本におけるサメ漁とサメ資源の利用についてふれておこう。当時、

農商務省技師であった金田帰逸の講話を書き留めた「漁撈製造　鱶」には「鱶類の翅を取り乾製

せるものを魚翅と称し清国輸出品の一とす。其製法は先つ利刀を以て翅の着際より体に沿ひて截

取り翅の截口に付着せる肉の分は尽く除去するを要す。若し肉分を多く存するときは頗る価格を

落すのみならず或は腐敗を来すの虞あり」（カタカナはひらがなに置き換え、旧字体は新字体に

改めた。また句読点は引用者による。以下同じ） 10） とあり、鱶（サメ）の翅（ヒレ）を、腐りや

すい肉をなるべく残さないように切り取り乾燥させたものを「魚翅（フカヒレ）」といい、日本

にとって清国への重要な輸出品となっていたことを述べる。

フカヒレが重要な輸出品であったことは周知のことであるが、フカヒレ以外の部分はどうだっ

たか。福岡県内務部第二課の報告には、フカヒレ以外の部位について次のように語られている。

「フカは本邦沿海各地多少産せざる処なしと雖ども、南海・北海其種類を比すれば、南海は其種

類多くして且つ佳良の鰭・明骨及肝油を有するもの多し。本邦に於ては、従来フカは肉及び油を

採収して、肉は煮食或は塩蔵及び魚□に供し、油は燈油に供するに過ぎざりしが、近年水産製造

の進歩に依り其鰭は乾して、魚翅を製し、頭部及脇鰭の根部に在る軟骨は明骨を製し、胃嚢は以

て、魚肚を製する等、各種の製造興れり。右製品は総て清国輸出に供する貴重品にして、其販路

広く且つ価格貴し」 11）。

従来はサメといえば、肉を煮食ないし塩漬け、魚餌として、サメの油を灯油として使用するに

すぎなかったが、近年の加工技術の発達に伴って鰭を加工・乾燥してフカヒレを製造できるよう

になった。逆にいえば、日本のフカヒレの製造技術はこれをそれほど遡らない。フカヒレのほか

にも「明骨」「魚肚」などの製造法に進歩が見られ、清国への重要な輸出品として成長、販路は

広く価格も高く、相当の利益が見込まれるようになった。

同文は続けていう。「従来の漁者は此等の各製造法を知らずして、高価なる部分は海中に投じ、

或は肥料となして、僅かに安価なる一部分のみを採収と販売せしを以て、得失相償はずして、フ

カ漁業は着々衰へ殆んど消滅の有様なりしが、前述の如く、各部分より高価の貿易品を採製する

に至りしを以て、フカの声価茲に生出し、随て之が漁業に従事するもの逐年増加し……。故に漁

業者は爾来一層フカ漁業術を研究し、製造を精良とし、倍々清国輸出額を増進せば、其益少なら

ざるべし」。かつてはサメの利用法を知らず、安価な部位を用いるのみで、かえって高価な部位

を投棄していた。ゆえにサメ漁は衰退の一途をたどっていたが、フカヒレに代表される輸出品の

製造が開発されると、漁業者の注目を浴び、サメ漁は復興、漁業・製造業は一層の発展をみた。

サメ漁は国内消費を前提とせず、清国を相手とした輸出品であり、フカヒレのほか、明骨・魚肚

などのサメの一部分が商品として開発されていった。ただし身の大半を占めるサメ肉はわずかに

煮食に供される程度の「安価」な部位であり、これを加工し輸出された形跡はない。

社会システム研究　第24号　2021年 3月342



割譲後の台湾におけるサメ資源の利用 ― フカヒレを中心として

次に日本統治期の台湾のサメ漁を検討する。日本統治下の漁業は主に台湾総督府殖産局によっ

て管轄された。『本島ニ於ケル海産物（生産、輸、移出入）』（1914年）にはサメ漁や資源利用、

販路について詳細に解説している。「鱶鰭は鱶漁の副産物にして、清国及本島に於ては魚翅と称

す。……普通其儘素干乾燥せるものを魚翅と称し、外皮を剥脱し乾燥せるものを堆翅又は浄翅と

称す。……普通魚翅として製造するものはつまぐろ・やぢ・かせ・まぶか・あをねずみ・よしき

り・ねこ等の各種にして各産地に依り其名称を異にす。魚翅は清国人を除かば、世界各国之を需

要するものなく、従て其大部分は清国に輸出し、香港亦之に亜く。其香港に致すものは、更に広

東其他の地方に輸送し、英領印度・露領亜細亜・北米合衆国等へ輸出することあるも、是亦該国

在留清国人の需要に供するものなり」 12）。

フカヒレはあくまでサメ漁の副産物であった。なぜ"副産物"なのか。何が主目的なのか。こ

こには明確に記載されていないが、割譲直後の別の史料を見ると「本島に於ては鱶の生肉亦需要

多く、土民の如きは鰹青魚の如き青色魚に優りて貴重すると云ふ。且我内地人の居住する所も、

海岸近きか或いは運搬の便ある所には、鮮魚にて運搬し、魚餅等の材料とするか、或は乾燥品を

製するか、或は塩肉として販路を求むは、鰭価の半額を有する。販路を要むることを得べ

し」 13） とあって、サメ肉が島内の土人（原住民でなく漢人をさす）に日常的に食されていたこと、

今後内地人が多く台湾に住めば、かまぼこやちくわの材料 14）、干し肉、塩漬け肉として需要が高

まるから、フカヒレも半価で販売が可能となるであろうと結ぶ。サメ肉は輸出品でなく、本島人

（漢人）の嗜好するものであった。ちなみに、フカヒレの「堆翅」「魚翅」の価格は、前者が 1斤、

上等 3円 20銭～下等 2円、後者が 1斤、上等 1円 80銭～下等 1円 60銭であったのに対し、肉

は「鱶は鰭を去りたる餘を一斤三、四銭にて土人に売却せり」と、きわめて低廉な価格で台湾人

に売却・消費されていた 15）。

一口にフカヒレといっても種類があり、そのまま加工・乾燥させた「魚翅」、外皮を取り除い

た「堆翅」「浄翅」などがあったうえ、原料としてもつまぐろのほか、まぶか、よしきり、ねこ

などのサメが用いられた。興味深いのは販路で、フカヒレの消費国は世界で唯一清国であり、香

港向けも実際には広東などで消費、インド、ロシア領沿海州、北米への輸出も現地のインド人・

ロシア人・アメリカ人でなく、在留清国人が消費していた。高級食材のフカヒレの需要は中国人

にしぼられるのであり、日本や台湾で製造・輸出されたフカヒレもすべて中国向け、ないし海外

の漢人向けであった。

また、同文は続けて「本品（フカヒレ、引用者補。以下同じ）の輸出は其起原今得て知るべか

らずと雖往時、海参・乾鮑と共に俵物三品と称し、長崎港に清国互市場を開きしより、西国及中

国地方竝に仙台蕃に於て之を製出したる、……其偶之を漁獲したるときは、魚肉は食用に供し、

鰭の如きは全く無用視して、廃棄したるものなりしが、清国輸出の途開くるに従ひ、従来鰭漁の

全く行はれざりし地方も、之が漁業を起し、或は教師を聘し、製法の伝習を為す等、今や沿海殆

ど之が採製に従事せざるものなきに到り、対清重要貿易品の一となれり」と記し、江戸以来の

魚丸缶詰業を新興せよ 343



「俵物三品」としてのフカヒレに言及し、九州・中国地方や東北仙台にて製造されたフカヒレが

長崎港から清国へと輸出されたこと、従来無用の物として顧みられなかった鰭が価値を見いださ

れた後に重要な輸出品へと変貌を遂げたことを指摘したうえで、1868年（明治元）と 1912（大

正元）の約 50年間の輸出量が 13倍、輸出高が 18倍にも成長したことを述べる。

さらに高雄の技師・福田要は『台湾の資源と其経済的価値』の中で、大方 1910年代後半から

20年頃の状況について次のように綴る。「鱶鰭は鱶漁の副産物にして本島人竝に支那人の上流社

会の料理中缺くべからざるものとす。本島に於て其製造に着手したる起源は明らかならざるも

……又台中州下鹿港付近より産出するサカタサメ（龍文沙魚）の魚翅は古来対岸各地に於て声価

を博しをるものなり。……本品の支那に於ける需要は頗る広く従って其消費額も甚だ多く本島よ

り輸出するものの如きは其九牛の一毛を満すに過ぎず、されど将来鱶漁業の発展に伴ひ益々之れ

が製出に努め優品を出して販路を開かば有望なる商品たるに至るべし」 16）。福田は、フカヒレ製造

の起源は不明としながらも、当時すでに台湾人・中国人の上流社会にとって不可欠の食材であり、

決して庶民のそれではなかったとする。台湾の対岸にある中国各地ではサカタサメのフカヒレの

名声が高く、今後サメ漁の将来は有望であり、生産量の増加や販路の拡大をめざすべきであると

締め括っている。

フカヒレからサメ皮、サメ肉へ

時期が下ると（1930年代後半～40年頃）、フカヒレはサメ皮とも結びつけられていく。台湾総

督府殖産局水産課『台湾水産要覧』には「本品（フカヒレ）は領台以前古くより製出された製品

で支那料理中四大碗の一つとして支那民族に最も嗜好せらるるものである。産地は全島に亘るも

其の産額の多いのは高雄、台北、台南の三州下で……大部分は島内で消費され一部対岸支那に輸

出される。本品は支那に於ては古来より習慣上貴重な食品として支那料理に缺く可からざるもの

とされ其の消費量も亦多大であり、幸ひ本島に於ては愈々鱶皮鞣革事業実現せるを以て之れに伴

ふ鱶漁業の進展と相俟って将来嘱望すべき製品の一と思はる」 17） とある。フカヒレは中国人に

とって「四大碗」と称されるほど嗜好される料理と見なされたほか、台湾では高雄・台北・台南

3州で製造され、大部分は島内で消費され、一部だけが中国に輸出されるほど、島内消費が高

まっていた。これは台湾人のみの問題でなく、島内の内地人の増加とも関係があるのかもしれな

い。最後に「鱶皮鞣革事業」との関係が問われている。どうしてフカヒレが「鱶皮鞣革」と関係

するのだろうか。

後に詳察するが、ここではかつて台湾総督府技師として台湾の水産業に深く関わった與儀喜

宣 18） と上妻定道 19） の言葉に耳を傾けてみよう。「フカはマグロ漁業の副漁獲物として将来増産の

一途を辿るものと思はれる。殊に遠洋漁船は従来鰭のみを切り取って魚体は海中に捨てていたが、

近頃では鞣革原料として皮が重用されるので之れを持ち帰る可能性が段々と多くなった。而して

鞣革工業は原料の集中を要求するので、従ってその鮮肉も大量的に集まる当然の結果として之を

利用する工業が興ってよかろう」 20） と見えるように、サメ漁は本来サメを目的としたものではな
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くマグロ漁業の副産物であった。それがフカヒレの価値の高まりに伴い、鰭のみを切り取って、

身は海中に投棄していた。ところが、鞣革原料としてサメ皮が重宝されるようになると、サメの

身を投棄せず持ち帰って皮を剥ぎ取り、さらに当然一緒に持ち帰ったサメ肉をも利用すべきでは

ないかとする。鱶鰭からサメ皮、サメ皮からサメ肉へと需要が拡がり、ついにはいわゆるサメの

「全魚利用」にまで話が及んだのである。

與儀らは続ける。「フカの鮮肉の利用については、各方面共目下研究中であるが、従来の試験

に徴すると、鮮肉性魚粉、魚丸缶詰、魚肉腸詰等の如く企業的価値があるものが少なくない。

従って、此種の鮮肉利用と、従来、鰭・明骨・魚油・内臓利用とを綜合的に経営する工業は将来

極めて有望であるように思われる。殊に本島は外南洋と共にフカ漁場に富み加之も之等の安価な

製品の仕向地は南支・南洋であるので斯る工業が興るものとすれば、本島の如きは最も枢要の地

位を占るであろう」。魚粉・魚丸・魚肉腸詰などサメ肉を用いた商品に企業的価値を見いだし、

従来から輸出品とされてきた鰭・明骨・魚油・内臓などと総合的に経営すれば、サメ漁は将来有

望であるという。台湾はサメ資源が豊富なうえ、消費地としての中国南部や南洋にも近いとして、

地理的な優位性にも触れている。

従来の研究でも中国料理、特に上流社会の宴席におけるフカヒレの嗜好、それに伴う輸出品と

しての価値の増大に注目してきたが、意外とサメ皮との関係や、海中投棄せず持ち帰られるよう

になったサメ肉の利用については等閑視されてきた。しかし、これらはサメの「全魚利

用」 ― あくまで経済的な効率性を求めた結果 ― に向けて連関性をなしていたと考えられるか

ら、日本統治期台湾のサメ資源利用を分析するには検討不可欠な課題である。次章では、サメ皮

利用の背景について検討を加えることにしよう。

2．サメ皮製革の対米輸出計画

第 1次大戦後の欧米における皮革製品の需要の高まり

第 1次世界大戦頃、欧米諸国では皮革製品の原料となる獣皮の需要が高まった。しかし、原料

の供給が需要に追いつかず、獣皮以外に原料を求めざるをえなかった。そこで着目されたのが水

産皮革、特にサメ皮とクジラ皮であった 21）。もともとサメ資源が豊富であった台湾では、欧米の

需要を背景として、サメ皮の製革業に取り組むことになった。

後に紹介する台湾総督府水産試験場技師の児玉政治は、後年サメ皮の製革業について、台湾の

サメ漁は盛んであるが、サメ皮はわずかに一部分が食料に供される ― 一部分はサメ肉に皮付き

で売られた ― ほかはほとんどが放棄され、まったく顧みられなかった。しかし、欧米諸国では

製革業が勃興し、近年ではわが国の民間企業でも試みられている。サメ資源の豊富な台湾ではサ

メ皮を利用した製革業はその将来性が期待される産業であるという 22）。

実際に、台湾総督府水産試験場はサメ皮の鞣革試験に乗り出し、1928年度（昭和 3）の試験報

告に次のような内容が記されている。台湾では、当時約 30種類ほどのサメが捕獲されたが、試
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験に用いた原料皮はオナガサメ、アヲサメ、シュモクサメ、オロカサメ、ヤジブカの 5種類で

あった。サメ皮の利用試験は 1919年（大正 8）から行ってきたが、年間を通じて全島でサメが

捕獲できたものの、皮はいまだ利用できるにはいたっていなかった。鞣革加工の勃興によってサ

メ漁の発展を促すことに試験の目的は存在した。本年にはついに試作品が完成、売買の価値ある

製品として見込まれた。またサメ漁にも触れ、漁自体は内地人の和船・発動機船、あるいは本島

人の支那形漁船によって延縄で行われ、基隆・高雄・東港・媽宮などを根拠地とした。北部の漁

場は彭佳嶼以東付近から蘇澳沖まで、南部のそれは小琉球嶼沖合いおよびバシー海峡方面までの

海面に及んだ。サメの漁獲高は年間 300斤にも達し、「真鰹（マカツオ） 23）・惣田鰹（ソウダカツ

オ）・赤鯮魚（レンコダイ）・旗魚（カジキ）と共に五大漁獲物の一つ」として重要な位置を占め、

水揚高はなおも増加の趨勢にあるとする 24）。

アメリカにおけるサメ皮加工業とその見通し

一方、サメ皮の需要が見込まれていたアメリカのサメ皮加工業はいかなる状況を呈していたか。

1931年（昭和 6）3月 18日、拓務省殖産局長殖田俊吉から外務省通商局長武富敏彦に対して「米

国における鱶利用に関する調査」の依頼がなされ、同年 4月 28日に在ニューオルレアンス

（ニューオーリンズ）領事代理佐藤由己から外務大臣幣原喜重郎に調査結果が報告された。そこ

では以下のように記されている 25）。

米国南部の鱶利用状況は未だ微々たるものにして、鱶皮・鞣皮・鞣革竝生革の取引者として

唯 F, E Luthi Street, 324 Balter Building, ST-charles street, New Orleans city, Laの一商社ある

のみなり。同店は未だ工場を有する迄に至らず、「ミシシッピー」河口及沿海にて捕獲せる

鱶を買取り、其生産を北方紐育、シカゴ及セントルイス等の工場に送り鞣製を依頼するか、

又は北方より既製鞣皮を仰ぎて、スリッパー・財布・名刺入・ベルト及婦人用バッグ等を手

製販売し居るに過ぎず。

当時のアメリカでは相対的に南部より北部のほうがサメ資源の利用技術が発展していた。南部

のサメ皮の鞣革・生革の取引業者はわずかに 1社にすぎず、自社工場も有さず、ミシシッピー川

の河口や沿海で捕獲したサメを買い取り、北部のニューヨーク、シカゴ、セントルイスなどの工

場に送付して加工を依頼していた。また既製品のスリッパ、財布、名刺入れ、ベルト、婦人用

バッグなどを仕入れて販売するのみであった。これを見るかぎり、結論としては、アメリカでも

地域的な限定はあるものの、サメ皮の用途があり、需要も少しずつ高まっていたが、原料のサメ

皮の調達は必ずしも十分でなく、鞣革加工や製品を作る工場も北部に集中するのみで、サメ皮の

製革業には参入の余地が残されていた。

調査ではアメリカ人のサメ肉、サメ油に関する調査も同時に行われ、前者は、現在試験的に 1

週間ほど日光にさらし生乾きとしたが、一般のアメリカ人にはほとんど食料として受容されな
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かったこと、後者は、1ガロンあたり 25～35セントほどで販売された 26）。

そもそも、なぜ殖田俊吉はアメリカのサメ資源利用について調査を依頼したのか。じつは、そ

の背景には 1人の民間実業家の動きがあった。谷崎広樹 27） である。彼はもともと東京大田区の

蒲田でサメ皮工場を経営していたが失敗、1931年（昭和 6）に大型のサメの皮を安価に大量に仕

入れることが可能な台湾で再起を図ろうと、殖田に援助を懇願したのであった。この依頼に興味

を抱いた殖田は、その国家的重要性を看破し、大規模な投資を行うべく台湾で資本家をさがした

が、適当な人物が見当たらず、台湾銀行に融資を願い出た。台湾銀行も当初は乗り気で、上述し

たようにアメリカや南洋（東南アジア）でサメ皮の需要に関して実態調査を実施したものの、最

終的に台湾銀行は融資を見送った。少なくとも台湾銀行の目にはサメ皮の鞣革加工は魅力的な産

業として映らなかった 28）。

しかし、殖田は簡単にはあきらめなかった。公用で東京に赴いたさい、親戚筋にあたる久原房

之助 29） をたずね、サメ皮加工業の話をしたところ、久原は熱心に耳を傾け、この話を鮎川義介 30）  

に持ち込んだ。その結果、当時日産（満洲重工業の前身）の投資会社であった合同水産株式会社

（資本金 350万円）が該事業を担当することになった。谷崎は台湾でサメ皮の調達を担当した。

この合同水産は 1934（昭和 9）5月に資本を 1500万円に増資して日本食料工業株式会社と改称、

サメ皮事業の計画はそのまま引き継がれることになり、横浜市鶴見に設けた製革工場において小

規模ながら専門的な鞣革加工を開始した。37年（昭和 12）3月になると、日本食料工業は共同

漁業株式会社に分割・合併され、4月には共同漁業を主体とした日本水産株式会社が設立される

に及んで、サメ皮事業は日本水産に継承された。右の鶴見工場を加工課の管理下に入れて、サメ

皮事業を継続させたのである。しかし計画は思いどおりには進まず、7月に支那事変が勃発する

までは、優良なサメ皮を確保できなかったうえ、製品は皮革市場でほとんど相手にされず、著し

い採算割れに陥って、企業経営としては決して成功したとはいえない状態にあった 31）。

1933年（昭和 8）2月 15日、台湾銀行調査課は「台湾に於ける鱶皮製革事業に就て」と題し

た報告を発表し、将来有望なサメ皮加工業の見通しについて次のように説明した 32）。近ごろ欧米

ではサメ皮の利用方法の研究が進み、鞣皮として柔軟性を失わぬまま、耐久力・抗張力に富んだ

鞣皮を生産できるようになり特許を得ている。鞣皮は婦人靴、手提げ袋、家具・装飾品などに用

いられ、商品的価値は著しく向上し、サメ皮製革業は 1つの企業として経営価値を認められるよ

うになった。ニュージーランドやアメリカ、最近ではオーストラリア西部に大規模なサメ漁獲会

社が設立され、サメの棲息域として有名なボルネオ近海を中心に大量のサメを漁獲し、工場に運

搬して製革しているが、業績は必ずしも良好ではない。それはサメ皮製革の用途が特種なためで

あるが、台湾のように原料の収集が比較的容易であれば、助成次第で有望な新興産業となるに相

違ない。製品を欧米に輸出すると同時に、国内的には年々多量に輸入されている外国製品の代用

とさせれば、国内生産の奨励の一助となるであろう、と。さきに台湾銀行が融資を行わなかった

ことに触れたが、調査課はアメリカ、ニュージーランド、オーストラリアの例などをあげながら、

融資と経営の仕方次第では、サメ皮事業は有望であると考えていた。
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日本食料工業時代のサメ皮の鞣革加工についても史

料を補っておくと、1935年（昭和 10）当時、該社は

内地のほか、朝鮮・台湾・樺太にあわせて 300カ所以

上の水産工場を所有し、地元の漁業組合と提携してサ

メを買い入れ、フカヒレはもちろん、ちくわ・かまぼ

この原料としていたが、これまで顧みられなかったサ

メ皮の利用を思いたち、東京工業大学応用科学教室に

技師を派遣して研究を進めた。その結果、ウシ皮・ヒ

ツジ皮と異ならず、従来のザラザラとしたサメ皮とはまったく異なる製品（ハンドバックなど）

の開発に成功した。「同社では近く本格的に鮫皮の製鞣工場を建築して工業化に乗り出すべく計

画しているが、原料なる鮫皮の中心地たる台湾に原皮処理工場を置き、仕上げの鞣工場を内地に

置く予定と見られる」として、実現すれば、関係方面への一大センセーションになると考えられ

た 33）。

同年の熱帯産業調査会の報告では、かつて台湾の水産皮革業には見るべきものがなかったが、

近年のアメリカにおける「硬鱗」除去の成功によって優良な製品を製造できるようになり、靴や

ハンドバックなど強靱で優美な婦人装身具を生産したという。そこに掲げられた 1934年度（昭

和 9）の具体的なサメ皮の枚数と面積を見ると（図 3） 34）、第 1位は蘇澳港で、サメ皮 2万 125枚、

13万坪にもおよび、基隆港・高雄港が僅差で続く。台湾全島では、8万 3486枚、54万坪に達し

た。しかし問題だったのは、同年に日本食料工業株式会社の台湾支店がサメ皮 1坪（1尺平方）

21銭 5厘で買集めた結果、入手できたのはわずかに 2万 403坪にすぎなかったことであった。

すなわち「本島人は肉と共に皮を食用に供するを以て、裸鱶は習慣上買手なく、肉安価に取引せ

られ、鱶皮のみの蒐集困難なり。肉の処分を考究すると共に鰭・肝臓等の加工と共に綜合的工業

化するにあらざれば、鱶皮革製造のみの工業化は到底実現困難なり」 35）と総括されたように、サ

メ皮のみを分離するのではなく、サメ肉の処理もあわせ考えねばならなかった。それは本島人の

サメ肉の食習慣と深く関わるものであった。

3．サメ肉の処理問題と利用の試み

サメ皮需要の増加に伴うサメ肉処理問題の発生

サメ肉の問題は他の方面からも指摘された。すでに紹介した台湾銀行調査課の報告の後半では

大意以下のように述べている。もし台湾の水産皮革業を成功させたいならば、サメ肉の処理方法

との関係が重要である。本島水産業は南海の好漁場を控えており、水揚高としては申し分ないが、

サメ皮のみを買い付けようとすると、サメの取引や肉の消費習慣からして困難な部分が少なくな

い。「現在本島に於ける魚市場の組織を見るに鱶の取扱は市場仲買人が之を買入れ、鰭を取去り

残肉を食用として市場に販売するを通例としている。従って皮を買はんとするならば肉と共に求

図３　 1934年度、台湾の各港における
サメ（大鮫）の枚数と面積

枚数 坪数
蘇澳港 20,125 130,000

基隆港 19,425 126,000

高雄港 18,636 121,000

新港・澎湖其他 25,300 163,000

合計 83,486 540,000
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めなくてはならぬ。殊に本島人の旧慣上鱶肉には必ず皮を伴ふもので、肉のみを売らんとすれば

恐らく買手はなからうとも思はれる」 36）と語るように、台湾では本来、皮と肉はセットで取引さ

れたから、皮のみを買い付けようとすると、一般の魚肉に比してサメ肉は美味しくないため、自

然と皮の値段を引き上げざるをえなかった。換言すれば、サメ肉自体の商品価値を上げないと、

サメ皮の入手は難しくなり、鞣革加工業の将来も展望できなかったのである。いわば経済的な観

点から、サメ肉をも含めた「全魚利用」が求められることになった。

同様のことは『台湾水産雑誌』掲載の「捨てる所なき鱶の効用」なる文章にもうかがうことが

できる 37）。そこではこう述べる。サメ肉の新加工品としては「魚餅」を製造すべきである。台湾

本島の近海には多数のサメが棲息しており、漁獲量は 1年間に大ふか 13万尾、小ふか 130万尾

に達し、価格は約 65万円に達する。漁場は蘇澳沖と基隆沖を中心とし、前者は 12月から翌年 4

月頃まで、後者は 4月から 7月頃までである。サメの種類は 8種類ほどで、やじぶかが最も多く

全体の約 7割、ついでしゅもくふかが 1割 5分、その他が 1割 5分という割合である。漁獲高の

うち約 58万円は遠洋漁業、約 7万円は沿岸漁業による。その用途は頗る多く、サメ肉は本島人

の食用に供せられるほか、「魚丸（フィッシュボール）」「蒲鉾」などの原料となった。フカヒレ

は乾燥精製したうえで、「台湾料理」に用いられる。サメ皮は獣皮の代用として、近ごろではア

メリカや日本での需要が高いため、本島から塩漬けにして輸移出され、鞄・靴などに加工された。

かくして 1930年代半ばには、「台湾料理」の材料としてのフカヒレのほか ― 一部は中国へ輸

出されたが、少なからぬ部分が台湾島内で消費された ―、サメ皮は鞣革加工されて革製品

に ― 獣皮よりも耐久性に富むうえ美術的でもあり、とても歓迎された ―、サメ肉は魚丸・か

まぼこのほか、「魚餅 38）」として用いられていた。はたしてどこまで経済的に成功したのかは判明

しないが、フカヒレ・サメ皮・サメ肉がそれぞれ商品価値を有し、一定程度の需要があったと

いってよかろう。

さらに同文では、はらわたや骨は肥料とされ、肝臓は肝油にされるというように「殆ど捨てる

ものなき有様」であるとまで述べる。しかし一方で「比較的利用の途少き肉の処理を合理化する

ことは緊要の事」であるとして、1例として前述の「魚餅」の製造を提案する。説明によれば、

「魚餅」はすでに基隆の工場で生産され、サメ肉を高野豆腐の形に切って乾燥し、これに味付け

を加えたもので、遠足や演習の食料に最適、当時軍隊でも重宝されていたという。このことは

『台湾日日新報』にも「日本食料の基隆工場は、以前より内地に向けてサメ皮を移出しており、

本年 1月以降、あわせて 8,000枚に達する。品質は優れ、価格はやや高い。しかしサメ肉はほと

んど利用されていないので、ここに「魚餅」を製造する計画が持ち上がり、現在まさに工場を建

設中で、本年の中旬ごろから製造を開始する」 39） と見える。

こうして 1930年代には、サメ皮の需要増を背景にサメ肉の商品価値を高めるための試みがな

されていた。しかし、サメ肉は他の魚肉に比べて腐敗しにくいとはいえ、長期保存が問題となる

ことは容易に想像できる。サメ肉の本格的な活用のためには、長期保存に耐えうる商品の開発が

不可欠であった。そこで台湾総督府の主導のもとで試みられたのは「魚丸（フィッシュボー
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ル）」缶詰の開発およびその海外輸出であった。その際、中心的な役割を果たした人物が児玉政

治であった。

4．台湾総督府殖産局水産試験場技師・児玉政治と「魚丸」缶詰の開発

児玉政治なる人物

児玉政治とはいかなる人物であったか。彼の履歴を整理してみると、1894年（明治 27）に大

分県中津市に生まれ、1914年（大正 3）に東北帝国大学農科大学（札幌）水産科に入学した。17

年に同科製造部を卒業した後、翌年 2月に台湾にわたって総督府殖産局に就職し技手となった。

22年（大正 11）には水産製品の視察および販路の調査のため、イギリス領香港、中国の海南島、

仏領インドシナなどへ出張した。29年（昭和 4）には水産試験場を兼務し、32年（昭和 7）には

技師に昇任した。同年 11月 15日には従 7位に叙せられた。

台湾の水産畑を歩いてきた児玉は 34年（昭和 9）6月 10日、わずか 40歳にして急逝した。ま

さに台湾水産に捧げた一生であったともいいうる。彼のために書かれたいくつかの弔詞が『台湾

水産雑誌』に掲載されているので見てみたい。まず台湾鰹節同業組合は「殊に水産物製品中鰹節

の製造に至りては、日夜孜々として之が品質の向上に専念せられ、為に本島産鰹節は其の面目を

一新し、内地製品に伍して、中央に躍進するを見るに至りたり。之れ偏に先生が粒々辛苦の賜に

なり、又昭和五年当同業組合設立に当りては、当初より嘱託として指導啓発に尽力せられた

り」 40） と、第 1に、児玉が台湾節の生産・品質向上に一役買った、第 2に、台湾節の内地への売

り込みに成功した、第 3に、組合の嘱託に任じていたなど、台湾のかつお節（台湾節）の開発・

販売に多大な貢献があったことを語る 41）。

続いて、札幌同窓会台湾支会は「台湾総督府技手に任ぜられ、爾来専心本島水産業のため精励

事に当り、此の間或は南支・南洋に於ける斯業の調査研究に従ひ、或は水産行政の刷新と革正に

当たり、又水産試験場の設置せらるるや、台湾総督府技師に任ぜられ、専ら君の専門とする製造

加工の試験に従事し、本島水産界に残せし功績、蓋し甚大なるものあり。惟ふに本島水産加工及

製造は、今後君に俟つ所頗る多く、本島水産興隆の気運、将に開けんとするに当たり、君の如き

篤学の士を失はるは、誠に惜むべし」 42） と、台湾水産業における児玉の功績を称え、死を惜しん

でいる。ここでは台湾の水産加工業・製造業について特に取り上げているが、これは後述のよう

に魚丸缶詰の開発を念頭に置いたものであろう。

最後に、さきに登場した與儀喜宣の言葉を見てみよう。「総督府に在りて専ら水産製造方面の

指導奨励竝に試験調査に任じ、本島水産界に貢献する所不鮮矣。殊に鰹節に関しては造詣最も深

く、本島産鰹節の今日あるは、主として君の功績に因ると可謂。……近年本島及び南洋に饒産す

るふかに関し研究を進め、今や其の蘊蓄を傾注して、之が試験計画を樹て、将に其の実現を見ん

とするの際、君溘然として逝く。……其絶筆たる鱶工業計画書の如き、当時已に健康勝れざりし

に不拘、部下と共に霄を徹すること数次に及びしと云ふ」 43）。台湾水産界の大物であった與儀は台
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湾総督府水産試験場職員総代として弔詞を読み上げ、児玉の台湾節への貢献はもちろん、サメ資

源利用に関する研究、サメを用いた工業計画書の作成にも触れ、実現を目前にして逝った児玉を

憂いている。では、児玉のサメ資源利用に関する研究・計画とは何であったのだろうか。

児玉は亡くなる 3年前の 1931年（昭和 6）11月 2日から開かれた台湾水産会主催の水産事務

講習会の課外講演として「台湾に於ける水産製造業の過去現在及将来」と題するテーマで話をし、

将来性の見込みがある産業として魚丸缶詰製造業と魚油製造業の 2つをあげている 44）。前者は、

近年 5年間のうちにサメの漁獲高が倍増しているうえ、今後南シナ海や南洋の漁場を開拓すれば

一層の伸びが期待できるなかで、これまでフカヒレのほかには、肉の一部がかまぼこの原料とさ

れたにすぎなかった。また最近多獲されるようになった黄花魚（キグチ）・狗母魚（エソ）・鮸

（ニベ）なども価格低廉であるから、これらを加工して魚丸を製造し、缶詰として販売すれば、

本島人の嗜好に適うだけでなく、内地向けの移出品、中国あるいは南洋、海峡植民地、さらには

ヨーロッパへの輸出品にもなりうるとし、魚丸缶詰の製造業を新興すべきであるとする。後者は、

殖産局の試験の結果、サメの肝臓から採油することで、相当量の肝油を生産できるとした。ここ

では前者の魚丸缶詰に注目してみたい。なぜなら児玉をはじめ多くの台湾総督府関係者および民

間人が深く関わって開発されたことを確認できる興味深い食品だからである。

「魚丸缶詰業を新興せよ」

児玉が残した文章としては 2篇の「魚丸缶詰業を新興せよ（一）（二）」がある 45）。そこにうか

がわれる魚丸缶詰の開発の経緯は、以下のようであった。

サメは元来、亜熱帯・熱帯地方など温暖な海に多く分布し、日本では年間の総漁獲高はわずか

に 2200万斤、価格にして 140万円にすぎなかった。ところが、台湾はサメ漁を専門とする漁船

がないにもかかわらず、年間漁獲量 800～1200万斤にも達し、逆に価格ははなはだ低廉で 43万

～93万円にすぎない。かような状況は台湾の水産業が十分に「経済化」されていないことに由

来し、今後、サメ肉を含む「完全なる利用法」が開発され、新しい販路が開拓されれば、その将

来はきわめて有望である。

しかし、台湾のサメ利用はフカヒレ（「鱶鰭」「堆翅」）のほかは、サメ肉を本島人が一部食用

にし、またかまぼこ・ちくわの原料として使用する、あるいはサメ皮を澎湖地方で製造し、肝油

を台北・高雄で生産するのみで、粗悪な商品が多く、生産高も多くはない。これらを整理したの

が図 4 46） である。つまり台湾ではいまだ利用法が十分には確立されておらず、事態としては欧米

も日本の内地も同様であった。

最も重要な課題であり難問であったのは、魚体重量の 60％を占めるサメ肉の処分であった。

たとえ、かまぼこ・ちくわの原料としても、消費量はほんのわずかにすぎず、将来の大いなる発

展は見込めない。ただし、もし島内はもちろん、島外へ広く移輸出できる新製品を開発できたな

らば、サメ肉の大量処分が可能になるだけでなく、サメ皮の買い上げの単価も必然的に低下し、

鞣革加工業にとって有利となり、また他の加工品にも良い影響を及ぼし、島内各産業の発展を見

魚丸缶詰業を新興せよ 351



込むことができる。

そこで児玉が着眼したのが魚丸缶詰であった。児玉によれば、魚丸缶詰はすでに台湾や中国、

あるいは南洋方面などの一部にて試製・販売され、大いに嗜好されており、今後は内地や朝鮮へ

の移出のほか、欧米への輸出も視野に入れるべきである。従来、魚丸は各家庭の手製の料理にす

ぎなかったが、今後は優良な製品を安価に大量生産し、長期保存できるよう、新式の機械装置を

使って本格的な缶詰として製品化しようというのである。児玉はかかる事業を本格化するために、

1933年 6月に事前に島内の各州庁のみならず、朝鮮・満洲・中国・海峡植民地の在外領事館に

依頼し、魚丸の生産、消費、嗜好状態、販売取引状況、本島からの搬出の見込みなどについて調

査を実施した。その調査地点を示したのが図 5である。

この図からわかるとおり、北は満洲のハルビン（哈爾濱）から、南は蘭領東インドのバタヴィ

ア・スラバヤまで、かなり広範囲の都市・地域で調査が実施された。どうも児玉は 28の領事館

に依頼したが、返答があったのは計20であったらしい 47）。これらは満洲のハルビンが内陸部にあ

るのを除けば、他はほとんどが沿海部に位置する。なぜこれらの都市・地域が選択されたかは不

明であるが、日本の植民地であった朝鮮や台湾（台北州・台中州・台南州・澎湖庁）、租借地で

あった関東庁（旅順）や満洲国内のハルビン・奉天（現在の瀋陽）のほか、中華民国のチンタオ

（青島）・上海・福州・アモイ（厦門）・スワトウ（汕頭）、その他、香港、シンガポール、ダヴァ

オなど沿海の都市・地域に魚丸を食する習慣があったのをある程度知っていたのではないか（前

述のとおり、1922年に出張）。調査時にすでに魚丸を食する習慣があり、それを参考にして製品

を作れば、将来的な販路として期待できるからである。

領事館の返答は、児玉によって良い順に「甚だ有望」「相当有望」「有望」「多少有望」の 4つ

の段階に、「不詳」を加えた計 5つのカテゴリーに分けて整理されている。「甚だ有望」に認定さ

れたのはアモイ、スワトウ、シンガポール、スラバヤの 4都市である。特に前 2者は生産地とな

る台湾の対岸の都市で距離的にも近く、輸送に便利な位置にあたる。調査では、魚丸の生産及消

費現況についてもコメントが付され、当時の北東～東南アジアに魚丸を食する習慣があったか否

か、どの魚類を好んで食し、いかに加工したかがわかり興味深い。アモイの魚丸は、魚屋行商人

がサメ・エソ・タイなどを原料として販売を目的とするものと、料理屋ないし一般家庭で自家生

図４　サメの「全魚利用」法

部位 利用法
鰭部 鱶鰭・堆鰭（主として支那民族嗜食す。対支輸出品）

皮部 魚皮（主として支那民族嗜食す。将来の対支輸出用
品）・鞣革（……国内消費及海外輸出品）

骨部 明骨（主として支那民族嗜食す。将来の対支輸出品）

肉部 蒲鉾・竹輪・魚丸等の原料（消費及海外輸出品）
鱶の垂（主として支那民族嗜食す。将来の対支輸出品）

内臓（肝臓） 鱶油（主として工業用）
其他の廃棄物 動物飼料・農業用肥料
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産するものとがあり、主にスープの具材とされた。スワトウでも大規模な工場はないものの、サ

メ・うなぎ・えび・稚魚などを用いた魚肉の製造が盛んであった。シンガポールでも同様に大規

模な工場はないが、サメ・いわしを原料に家内工業で製造され、一般の在留中国人（華僑）に広

く消費されていた。一方、スラバヤでも在留中国人が自家で製造・消費していたうえ、現地人の

朝鮮＃
関東庁◯

奉天＃

哈爾濱◯

青島●

上海●

福州●

　厦門★
汕頭★

香港●

　　　　　
＃サイゴン

★シンガポール

 ◯マニラ

○ダヴァオ

　●バタヴィア
★スラバヤ

◎台北州
◎台中州
◎台南州

　◎
澎湖庁

⿂丸の将来に於ける消費⾒込む
＃「不詳」
○「多少有望」
◎「有望」
●「相当有望」
★「甚だ有望」

図 5　台湾水産試験場の依頼によってフィッシュ・ボールの販路等が調査された都市・地域
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間にも「トラシ（小えびを発酵させたもの）」という魚丸の類似品があって日常食品として盛ん

に消費されたらしい。

なおシンガポールについては、総領事田村貞治郎からのやや詳細な回報が残されており、内容

は以下の 3点に整理できる 48）。第 1に、中国人が家内工業でムロ魚（ムロアジ）やサメなど安価

な魚を原料として魚丸を製造、中国人の飯店・麺店・露店式の飲食店のほか、飲食物を扱う商人

の需要に応えている。しかし人口の 7割（約 35万人）を中国人が占め、一般家庭の消費は取る

に足らなくとも、飯店の需要は年間相当量に及ぶであろう。第 2に、魚丸は麺類や料理の具材と

して重宝されるであろうが、マレー人やインド人はカレーのような香辛料を多く含むものを好む

から、魚丸が彼らの嗜好を喚起するかは予測困難である。第 3に、こうした点を踏まえれば、急

激な消費の増加は見込めぬまでも、一定程度の需要は期待できる。シンガポールでは中国人の需

要が大きかったわけである。

次に「相当有望」に認定されたのがチンタオ・上海・福州・香港・バタヴィアの 5都市で、空

間的には「甚だ有望」の諸都市のほぼ外側に位置する。チンタオでは中国人の間で自家用として

かなり普及していること、上海ではえびを材料としたものが中国人に嗜好されていること、福州

では小規模な手工業による生産があり、労働者や子供の間食として消費されていることが指摘さ

れている。上海には詳細な報告も残されており、えびボールはかなり消費されているが魚丸はな

いこと、かくして消費の見通しは不明であるが、数年前に広島水産試験場が油煠品（油で揚げた

もの）を中国人に試食させたことがあったが、あまり受け入れられず、むしろ中国人の話では製

品は水煮にして、調理は中国人に任せた方がよいのではということであった。将来的には宣伝の

努力をすれば消費も見込めるかもしれないという 49）。

一方、香港でも広く自家用に製造・消費、バタヴィアでも在留中国人の間でサメ・いわしを材

料に自家用に製造・消費されているとされる。こうして見ると「甚だ有望」には及ばないものの、

魚丸や類似品が広く家庭で自家生産され消費されている都市群であったことがわかる。

「有望」は台北州・台中州・台南州・澎湖庁で、すべて植民地台湾である。報告はやや具体的

で、台北州では魚丸の専門的な製造者は十数名あって、その他は必要に応じて自家生産し、年間

の生産高は約 19万斤（100斤 8～10円）に達する。台湾料理 50） の料理屋で毎日消費され、一般

の家庭内では冠婚葬祭に用いられることが多い。台中州では年間の生産・消費高は約 5万斤、料

理店・飲食店・一般家庭において自家用に製造される。台南州でも同様に料理店や飲食店で常時

消費されるが、一般家庭では冠婚葬祭に用いる。大部分は自家生産で、相当の生産・消費量があ

ると想像される。澎湖庁では商品としての販売はなされず、生産高は不明であるが、冠婚葬祭な

どの漢席料理あるいは中流以上の家庭の日常副食品としてかなり多く生産・消費され、年間約

3000円に達すると推算される。このように台湾ではすでに相当程度、魚丸の食習慣が定着し、

生産・消費されている。台湾料理屋・飲食店のほか、中流以上の家庭において、あるいは冠婚葬

祭など特別な時などにかなり消費されていた。食品としての魚丸の定着はうかがわれるものの、

すでに専門業者や自家生産が発達しており、これ以上の急速な消費拡大は見込めないことから、
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児玉たちの評価も「有望」に止まったのではないだろうか。

「多少有望」はハルビン・関東庁・マニラ・ダヴァオの 4都市であるが、コメントを見るかぎ

り、皆無ではないものの、あまり過大な期待はできないようである。満洲国のハルビンは「魚丸

子」という水煮製品があり、中華料理店でスープの具材として用いられ、自家生産されているが、

関東庁では魚丸および類似品の生産はなく、獣肉のだんごなど類似品がある程度、米領フィリピ

ンのマニラ・ダヴァオでは、前者で需要者にかぎり自家生産・消費するが、後者にいたっては現

在生産・消費ともになしとされ、まったく期待できないわけではないが、少なくとも食習慣とし

てはほとんど定着していないと判断できる。マニラからの詳報によれば、三井物産をはじめとす

る食料品の取扱いを行う商社に照会したところ、魚丸の輸入、工場における生産などは確認でき

ず、需要者による自家生産・消費にすぎなかった。フィリピン人は魚肉を食する場合、椰子油

（マンテカ）で揚げたものがあるから、魚丸も揚げ物として加工すれば嗜好に適し、また保存も

可能であって一挙両得であるという。しかしそもそもフィリピンは魚介類が豊かであり、かまぼ

こなどの材料も潤沢であるから輸出は難しい。かつて内地人が委託販売したが売れ行き不良で

あったとやや悲観的に述べている 51）。

このように「多少有望」に分類されたハルビンや関東庁はそもそも魚丸を食する習慣がなく、

一方、フィリピンは魚介類が豊富で、すでに他の料理法で調理・摂取されているため、魚丸の販

売には不向きであると判断されたらしい。

最後に「不詳」とされた奉天・朝鮮・サイゴンを見てみよう。奉天と朝鮮では生産がほとんど

なく、自家用に僅かに食されるにすぎない。サイゴンは「不詳」とされたわりには記載がやや長

く、魚丸の生産こそないものの、魚肉を発酵させた「ニョクマム」、豚肉を圧縮して椰子の葉に

包んで発酵させた「ネム」などがベトナム人や在留中国人の間で盛んに消費されていることが紹

介されている。

以上の調査を通じて興味深い点がいくつかわかってくる。第 1に、詳細な経緯こそわからない

ものの、サメ肉を用いた魚丸缶詰の開発・生産・輸出にこだわる児玉は、かなりの時間と労力を

割いて丁寧にその見通しをさぐろうとしている。児玉の熱意に動かされた領事館が詳細な報告書

をあげたのであろう。第 2に、魚丸という 1つの食品の開発にすら、北東アジアから東南アジア

まで広範囲の空間にわたって調査を依頼し、販路をさぐろうとしている。類似の食品があるか否

か、販路の拡大が見込めるかなど、戦略的なマーケッティングが展開されている。第 3に、それ

ぞれの調査地の現地人や在留中国人などの食習慣や、具体的な嗜好品をあげながら、魚丸が受容

されるか否かを多角的な視点から検証しようとしている。シンガポールではインド人やマレー人

の好む味覚までをも意識している。魚丸の開発がその地の人々の食文化・食習慣に適するかどう

かまで考慮しながら生み出されていたことに気づかされる。

魚丸缶詰座談会・魚丸試食品評会の開催

前述のような努力をへて、魚丸はいよいよ製品化されることになり、各方面の関係者を招いて
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魚丸缶詰座談会が開催されるにいたった。『台湾日日新報』1933年 10月 7日の記事では、サメ・

キグチ・エソ・ニベなどの魚肉は徹底した利用法が講じられていなかったが、魚丸の缶詰を製造

すべく本年度から予算が計上されていることを報道、「魚丸は料理の材料としては必須のもので

あるから島内消費に向ける外、その余剰は内地に移出すべく目論まれて居り、更に将来は外国輸

出をもなす計画である」ときわめて楽観的な見通しが述べられている 52）。

『台湾水産雑誌』でも 1933年 10月 21日午前 9時から正午まで開催された魚丸缶詰座談会の

内容について詳細に報じているから検討してみることにしよう 53）。この座談会は台湾総督府水産

試験場主催、場所は総督府貴賓室控所で行われた。出席者は図 6のような 20名であった。総督

府水産課長の劉明朝のほか、前述の水産試験場長で座長に指名された與儀喜宣、さらに児玉政治、

上妻定道らが顔をそろえた。異色の参集者としては台湾随一の台湾料亭江山楼（図 7） 54） の主人

呉江山 55）、庖厨部の李氏、海産物貿易商の鄭氏、初田氏といった江山楼関係者があげられる。ま

た台湾でサメ皮の原料を収集していた谷崎広樹も参加している。児玉らが幅広い人々に声をかけ、

魚丸生産に尽力していたことがうかがえる。

座談会の冒頭、與儀は「今回当試験場に於て本島鱶肉利用の目的を以て、魚丸缶詰を試製し、

将来南支・南洋方面に販路を需むる計画を樹てて居ります。就ては此際其の製造法の是非、缶

装・販売方法・販路等に関し、各位多年の研究及経験に依る十分なる御意見を伺ひまして、大に

参考に資度いと思ひます」と切り出し、最初に児玉がサメ肉の生産および利用、魚丸缶詰の製造

について語っている 56）。その後、與儀が出席者に促して魚丸缶詰に対する意見を求め、児玉が答

えるかたちになっている。そこで討論されたのが以下の諸点であった。

第 1に、製造法や味付けである。ここでは江山楼の主人呉江山の積極的な発言が目につく。呉

は島内ではボイルドのみを用い、油で揚げたものを用いない、さらに魚丸に塩味を付けない方が

よいとする。また與儀が「ニンニクを用ひては如何」、劉課長が「寧ろ生薑を入れる」というと、

呉は「白砂糖及味醂は従来は用ひない、但し福州方面では砂糖を用ひるが本島と南支那には之が

図６　魚丸缶詰座談会の出席者

職　　　務 氏　名 職　　　務 氏　名
総督府水産課長 劉 明 朝 台北市日新町海産物貿易商 初 　 田
総督府水産課 副 島 伊 三 台北市表町旭商事合名会社 長 瀬 信 二
同上 友 寄 隆 台北市若竹町一ノ二 谷 崎 廣 樹
台北州技手 杉 田 豊 蔵 台北市建成町四ノ六 楊 天 錫
同上 大 竹 英 雄 基隆市社寮町水産製造 前 田 末 吉
台湾水産会技師 佐々木武治 新竹州中壢郡楊梅庄 黄 建 福
日本水政新聞社台北支局長 大 谷 銀 造 総督府水産試験場長 與 儀 喜 宣
台北市日新町江山楼 呉 江 山 総督府水産試験場技師 児 玉 政 治
台北市日新町江山楼庖厨部 李 総督府水産試験場技手 佐 藤 里 治
台北市日新町海産物貿易商 鄭 総督府水産試験場雇 上 妻 定 道
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向かないから寧ろ味醂の代に薑を用ひた方がよいと

思ふ」と、砂糖を用いた甘味を好む福州（内地向け

も同様）と、生薑（しょうが）の辛味を好む台湾と

中国南部とを区別して提案する。谷崎がサメ肉の臭

みを如何に抜くのかたずねると、児玉は「成るべく

晒せばよろしい。兵庫県水試の報告には鱶肉は新鮮

な程臭気が高いとも云ふて居ます」と答え、谷崎も

「秋田方面では一週間も置いてから蒲鉾の製造を初

める。ネコマダキといふ猫も之を顧みないといふ程

度になってから製造に着手すれば鱶の臭気は抜けるといふて居る」と臭みを抜く方法を互いに披

瀝し合っている。

第 2に、価格である。児玉が 1函 4ダース入りで 5～6円というのに対し、呉は「本缶詰の内

容は非常によく出来て居る。色もよろし、味もよろし」と満足感を示したうえで、「只幾分大さ

は少い感あり。而して一個三厘として一缶に三十六個入（10銭 8厘、引用者補）にすれば相当

売行の見込があると思ふ。市中でサザエの缶詰は一個十六銭であるから其れと同価以下になれば

よいと思ふ」と述べ、サザエの缶詰と比較してやや割安感のある 1個 3厘を提示する。それは市

中で販売されているものを意識していたらしく、「〔魚丸は市中では〕一個五厘として居ります。

一缶の量は三三～三六個は適当で一缶で一どんぶりになる位でよい」と補っている。

第 3に、販売方法および販路である。容器については、鄭氏が「アモイ辺の料理屋では六斤缶

位の物は向くだらうと思ふ。レッテルは全部英字を用ひ日本の名称などは用ひぬ方はよろしい」

と発言したのに対し、初田氏が「罎詰として内容が見ゆるやうにすれば猶宜しいアモイ辺では相

当販売があると思ふ」と応じて、さきに「甚だ有望」にあげられたアモイへの期待とともに、日

本製であることがわからないようにした方がよい ― 日貨ボイコットと関わるのであろうか ―  

という時代の複雑な状況をも垣間見せている。そして最後に與儀がアメリカのカリフォルニアに

も魚肉の揚げたものの需要があり、南洋向けにも有望であることを語って結んでいる。

以上のように、座談会では魚丸缶詰開発の総責任者の児玉はもちろん、座長の與儀、江山楼関

係者の呉らも重要な発言を行っている。ここではすべてを紹介できたわけではないが、魚丸缶詰

を開発・生産するのに、わざわざ台湾の有名料亭の主人の意見までをも聴取し、一大輸出品に育

て上げたいという熱意が十分に伝わってくる。サメの「全魚利用」のためにも、最も困難な課題

であるサメ肉の利用法を軌道に乗せたかったのであろう。この座談会は『台湾新民報』1933年

10月 22日「以沙魚造魚丸缶詰、擬進出南洋南華、水産試験所新計画（サメで魚丸缶詰を製造し、

南洋・中国南部に進出する、水産試験所の新計画）」や、『台湾日日新報』1933年 10月 23日「魚

丸缶詰製造、販売の打合わせ」という見出しで発表され、後者では「島内消費は勿論対岸、南洋

貿易にも非常に有望であると云ふことに意見一致し、基隆の試験場で試験的に製造にかかり、本

年末か明春匆々に製造品評会を開」き、「廈門、汕頭、福州方面の需要だけでも百二十万円に上

図７　江山楼
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り、南洋方面でも四五百万円位は輸出し得るやうになる可く有望視されている」と魚丸缶詰の前

途有望なることを謳っている。

さらに翌 34年 3月の『台湾日日新報』の報道では、4月上旬に試食品評会が開催されること、

出品される魚丸はボイルド白、ボイルド赤、油漬け、トマト漬けの 4種類に決定したこと、これ

らを料理屋営業者や水産関係者に試食・品評してもらったうえで製品化すること、魚丸はサメや

雑魚の肉で製造され、中国料理には非常に珍重されるものであるから、有力な実業家の目に留ま

るであろうことを述べている 57）。そして実際に 4月 18日午前 10時より午後 1時まで、あの江山

楼において試食品評会が 21名の招待客を招いて開催された。総督府水産課長の劉明朝、台北市

桑田商会の桑田剛助、アモイ周盛隆洋行の周源昌、総督府水産試験場場長の與儀喜宣、技師の児

玉政治らが参加した。会の冒頭、與儀が「本品は将来支那竝に南洋方面にまで輸出する品である

と云ふことを御了知の上、総ゆる点から忌憚のない御意見を伺いたい」と述べた後、魚丸の色・

味・量・硬さ・弾力性の有無などについて熱い議論が交わされた 58）。

しかし、本章の冒頭に記したとおり、34年 6月 10日、総責任者ともいうべき児玉が急逝して

しまう。児玉は魚丸缶詰の製品化（事業化）を見ることなくこの世を去ったのである。サメ肉を

含む「全魚利用」を試みた児玉の熱意が相当であったことは弔詞からも十分に汲み取れる。フカ

ヒレからサメ皮、さらにサメ肉へという利用の流れが経済的な効率性を求めたものであったこと

は間違いない。児玉の挑戦はサメ皮の需要とサメ肉の処理問題、それを背景としたサメ肉の魚丸

缶詰としての製品化という最終段階に位置したものであったが、それは奇しくも現在の我々もが

抱えているサメの「全魚利用」という大きな課題に応えようとしたものでもあったのである。

おわりに ― 台湾総督府時代におけるサメ資源利用の位置

最後に、その後、魚丸缶詰がたどった道を確認しておくことにしよう。児玉が亡くなって 3年

後の 1937年、『台湾水産雑誌』が以下のように報道している。「故児玉技師生存中より試験の魚

丸缶詰は其後幾回の試験の結果、漸く成功し比島及廈門方面の註文を受くるに至った」 59）。何度か

の試験をへて児玉の夢は叶い、フィリピンとアモイから正式な注文を受けたようである。翌年の

同誌にも「魚丸缶詰は先年台湾総督府水産試験場で試製、一般の好評を博したが、高雄州水産試

験場では更に之を事業化すべく、左の通試製し、目下台湾水産工業株式会社の手を経、各地に試

売中である。……将来の見込は前記試売の報告が纏らない中は何とも申しかねるも、試食会を開

いた所、頗る良評を博した」 60） とあり、いまだ試売段階とはいえ、試食会なども開催して、事業

化も十分に視野に入っている。

しかし、日中戦争が勃発し、日本が長い戦争へと突入してしまうと、魚丸缶詰業は停頓してし

まう。台湾総督府殖産局水産課編『台湾水産要覧』には「鱶肉を利用した魚丸缶詰工場として蘇

澳に三和水産株式会社及基隆に陳五湖缶詰工場あり、主として前者は南洋華僑を対象とし、後者

は島内消費を目的として何れも昭和十二年に工場建設を見たるも今次事変により前者は排日、後
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者は空缶不足により事業休止の状態である」 61） とあるように、蘇澳の三和水産株式会社は排日運

動、基隆の陳五湖缶詰工場は空缶不足の影響によって停業のやむなきにいたったのであった。

児玉らによるサメの「全魚利用」への挑戦はフカヒレ、サメ皮の需要を背景に、何とかサメ肉

の需要を喚起しようとする中で行われた。むろん、本論冒頭で見た現在の環境保護の観点から進

められている「全魚利用」とはバックグラウンドがまったく異なり、単純な比較は控えねばなら

ない。ただし、児玉らの努力を過去のものとして忘却するのは如何なものだろうか。販路を広く

想定し、異なる民族、異なる地域の食文化・食習慣までをも調査・理解しながら、サメ肉を用い

た魚丸缶詰の開発に努めた児玉らの熱意は、高級食材としてのフカヒレのみが重宝される状況に

ある現在だからこそ、「全魚利用」という食物利用の理想形を追求しようとした 1つの事例とし

て想起されるべきなのではなかろうか。

注

 1） 篠原秀一「香港におけるフカヒレ集散の局地性と多様性」（『秋田地理』23号、2003年）14頁から作
成。

 2） 行政院農業委員会のホームページに掲載された「農委会重視鯊魚資源及永続利用、将配合国際趨勢訂
定管理措施」（2003年 11月 25日）にも同様の反論が見られる（2020年 9月 19日アクセス）。

 3） 現在、中国語文献の中では商品としてのフカヒレは「魚翅」と記される。原文以外は「フカヒレ」で
統一する。一方、原料としてのヒレは中国語では「鰭」、日本語文献では「鱶鰭」と記す。これらは
原文をそのまま用いることとする。

 4） https://e-info.org.tw/node/202623（2020年 9月 19日アクセス）。
 5） 李時珍『本草綱目』に魚翅が初めて登場した。劉伯龍・李欣穎「東・西方何以対魚翅看法不同」（『九
鼎』73期、2013年）55頁を参照。

 6） 荘司辨吉によれば、サメ漁は本来漁業の目的ではなく、漁業の害（食害）を除くために行われたが、
中国人（清朝）がフカヒレを嗜好したことから、貿易の途が開け、新井白石の議によっていわゆる
「俵物三品」の 1つとして輸出が奨励されるようになった。「蘇澳漁港を中心とする漁業の一考察
（三）」（『台湾水産雑誌』298号、1940年）55頁を参照。

 7） 台湾総督府民政部文書課編『台湾総督府第二統計書』など「水産漁獲物」より作成。
 8） 田邊一郎「魚翅」（『台関』19号、1907年）。
 9） 林玉茹「進口導向：十九世紀台湾海産的生産与消費」（『台湾史研究』25巻 1期、2018年）。
10） 金田帰逸『水産業講話』（山形県内務部、1891年）31頁。
11） 『福岡県水産改良提要』（1891年）22頁。
12） 台湾総督府殖産局編「第一章本島産　第三項（A）素干（三）鱶鰭（魚翅）」（『本島ニ於ケル海産物
（生産、輸、移出入）』1914年）19～20頁。

13） 「基隆蘇澳近海ニ於ケル鱶鰹調査報告」「明治二十九年台湾総督府公文類纂十五年保存十二巻殖産」
（『台湾総督府檔案、総督府公文類纂』国史館台湾文献館、保存番号 00004509006）。

14） 『台湾総督府民政局殖産報文』第一巻第一冊（農業・水産・林業・鉱業、1899年）「水産之部」に同
文を再録したときには「蒲鉾・魚餅の材料」と書き直されている。

15） 前掲「基隆蘇澳近海ニ於ケル鱶鰹調査報告」。
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16） 「第八章水産業　イ製造業　第一節乾製品　第三項鱶鰭、沿革」（福田要『台湾の資源と其経済的価
値』台北、新高堂書店、1921年）631～634頁。

17） 台湾総督府殖産局水産課編「第四章　製造業　第四節　主要製造業　一食品製造業」（『台湾水産要
覧』1940年）60～62頁。

18） 『台湾人士鑑』（台湾新民報社、1937年、528頁）および與儀自身が著した「丸腰第一年を迎ふ」（『台
湾水産雑誌』298号、1940年）によれば、與儀は 1886年（明治 19）に沖縄県島尻郡糸満町に生まれ、
1912年（大正元）10月に水産講習所の遠洋漁業科を修了、富山県水産講習所の練習船高志丸の漁撈
長となった。1918年（同 7年）2月には島根県水産試験場技師、水産試験場長となり、同年 6月には
農商務省技師として水産局に勤務した。1928年（昭和 3）7月には総督府技師となって台湾に渡り、
殖産課に勤務、翌年 11月には水産試験場長、翌々年 4月には基隆支場長となり、14年 4月に免官と
なった。同年 6月からは拓洋水産株式会社に招かれ、新南群島のマグロ漁業、水産加工業などに携
わった。代表的な著作としては「本島水産業の南進」（『台湾水産雑誌』198号、1932年）などがある。
與儀は沖縄の糸満に生まれ、水産畑を歩いてきた、日本の水産業を考えるうえで不可欠な人物である
といって過言ではない。

19） 上妻の経歴は與儀に比較するとはっきりしないが、台湾中央研究院台湾史研究所の「台湾総督府職員
録系統」（http://who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action）によれば、1932年（昭和 7）～35年に水産試験場
基隆支場、37～38年に殖産局水産課で雇用され、39年には殖産局水産試験場技手となり、41年には
殖産局水産課に勤務した。代表的な著作には「台湾に於ける水産製造業（一）～（三）」（『台湾水産
雑誌』297・298・300号、1939～40年）などがある。

20） 「第五章将来新に興るべき水産製造工業、第一節フカ工業」（與儀喜宣・上妻定道『台湾に於ける水産
製造工業　水産製造工学講座』厚生閣、1940年）13～14頁。

21） 神山峻『水産皮革』（水産経済研究所、1943年）93頁。
22） 総督府水産試験場技師児玉政治「将来企業の見込ある台湾水産製造業」（『台湾水産雑誌』194号、

1932年）8～12頁。
23） 林淑美「戦前期台湾の鰹節と東アジア」（広島大学『史学研究』304号、2019年）。
24） 台湾総督府水産試験場「鱶皮鞣革試験」（『昭和三年度試験報告』、1930年）
25） JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.B09042148500、「水産物関係雑件　第一巻」（E-4-9-0-3-

001）（外務省外交史料館）1931年。
26） 当時サメ油は主に工業用として用いられた。児玉政治「魚丸缶詰業を新興せよ」（『台湾水産雑誌』

224号、1933年）31頁。
27） 谷崎広樹についてこれ以上の詳細は判明しない。本稿の 18頁にも登場する。
28） 神山峻『水産皮革』第三章第三節「水産皮革の企業的発展」（東京、水産経済研究所、1943年）108

頁。
29） 久原房之助は 1869年（明治 2）生、1965年（昭和 40）没。1891年（明治 24）に藤田組に入社、秋
田県の小坂銅山に赴任した。1905年に独立して、茨城県赤沢鉱山を買収、日立銅山を創業した。
1928年（昭和 3）、義兄鮎川義介に事業を委ね、立憲政友会に入り、衆議院議員に当選、田中義一内
閣の逓信大臣となった。戦後は公職追放解除をへて日中・日ソ関係回復に努め、萩市名誉市民第 1号
に推挙された。「萩の人物データベース」（https://sites.google.com/site/hagijinbutsu/list/81）を参照。

30） 鮎川義介は 1880年（明治 13）11月、山口県に生まれた。東京帝国大学工科大学を卒業して芝浦製作
所に入り、その後渡米、帰朝後には戸畑鋳物会社を創立して取締役社長となった。1920年（大正 9）
に東都実業界に進出、1928年（昭和 3）には久原鉱業社長に就任、日本産業会社長と改称した。以後
多数の企業買収を繰り返し、日産コンツェルンを確立した。1937年には満洲に進出、日産本社を満
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洲重工業開発と改称した。帰国後には東条英機内閣の顧問となった。戦後は A級戦犯容疑で拘置、
釈放後には参議院議員となった。台湾中央研究院近代史研究所・データベース「近現代人物資訊整合
系統」の「台湾人士鑑」484頁および国立国会図書館「近代日本人の肖像」（https://www.ndl.go.jp/

portrait/datas/226.html?cat=107）、井口治夫『鮎川義介と経済的国際主義 ― 満洲問題から戦後日米
関係へ』（名古屋大学出版会、2012年）、堀雅昭『日産コンツェルンを作った男』（弦書房、2016年）、
宇田川勝『日産の創業者　鮎川義介』（吉川弘文館、2017年）を参照。

31） 神山前掲書、110頁。
32） 台湾銀行調査課「台湾に於ける鱶皮製革事業に就て」（『台湾金融経済月報』第 40号附録、1933年 2

月 15日）。
33） 『まこと』1935年 5月 1日。
34） 熱帯産業調査会編『昭和十年十月熱帯産業調査会調査書・水産調査書（上）』（1935年）より作成。
35） 熱帯産業調査会「水産鞣皮製造業」（『昭和十年十月　熱帯産業調査会調査書　水産調査書（上）』

1935年）442～444頁。
36） 台湾銀行調査課前掲論文。
37） 作者不詳「捨てる所なき鱶の効用」（『台湾水産雑誌』261号、彙報、1936年）28～29頁。
38） 「魚餅」とは魚肉の練り物全般を表すものであると思われる。『読売新聞』1975年 2月 6日「蘿蔔炒
魚餅」には「魚ダンゴ」と記され、同紙 78年 6月 5日の記事「生菜炒魚餅」には「かまぼこやはん
ぺんを中国では『魚餅』といいます」とあるから、「魚餅」の語はフィッシュボールからかまぼこ・
はんぺんまで幅広い意味で用いられた。本文中の引用箇所は前後関係から主にはんぺんをさしている
かと推測される。

39） 「鱶肉製造魚餅」（『台湾日日新報』1936年 7月 19日）。
40） 「彙報　児玉技師逝去」（『台湾水産雑誌』231号、1934年）58～61頁。
41） 台湾節については、林淑美前掲論文を参照。
42） 註（40）に同じ。
43） 註（40）に同じ。
44） 児玉政治「将来企業の見込ある台湾水産製造業」（『台湾水産雑誌』194号、1932年）8～12頁。
45） 児玉政治「魚丸缶詰業を新興せよ」（『台湾水産雑誌』224号、1933年）、同「魚丸缶詰業を新興せよ
（二）」（『台湾水産雑誌』225号、1933年）。

46） 児玉政治「魚丸缶詰業を新興せよ」（『台湾水産雑誌』224号、1933年）より作成。
47） 「魚丸の缶詰試験一段落を告ぐ、四月上旬品評会を開き九年度には大々的試験」（『台湾日日新報』

1934年 3月 17日）。
48） JACA（アジア歴史史料センター）Ref.B09042153600、昭和 8年 8月 31日「水産関係雑件　第二巻 / 

8. 英国（除加奈陀他含属領地）」魚丸（フィッシュボール）関係」（外務省外交史料館）。
49） JACA（アジア歴史史料センター）Ref.B09042152100、昭和 8年 8月 22日「水産関係雑件　第二巻 / 

3. 中国 /二」魚丸（フィッシュボール）」（外務省外交史料館）。
50） 台湾料理という言葉は 1898年に出現した。日本人が台湾当地の料理をさして用いたもので、日本の
和食と異なる宴席料理を意味した。曽品滄「日治時期台湾菜譜的演進与東亜食文化的跨境流動」（『台
湾史研究』25巻 3期、2018年）46頁を参照。

51） JACA（アジア歴史史料センター）Ref.B09042279500、昭和 8年 7月「食料品取引関係雑件　第一巻 / 

16.フィッシュボール」（外務省外交史料館）。
52） 『台湾日日新報』1933年 10月 7日「雑魚の利用法　魚丸の缶詰に製造」。ほぼ同じ内容の中国語記事

が『台湾新民報』1933年 10月 7日「在基隆建設魚丸缶詰製造工場、以図売出内地外国」にも見え、
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台湾の人々の目にも留まった可能性がある。
53） 「魚丸缶詰座談会の概要」（『台湾水産雑誌』225号、1933年）。
54） 江亢虎（著）・Tony黃育智（編訳）「24 飯店宴会 江山楼」『台遊追記：1934年江亢虎来台遊記』（南港
山文史工作室、2015年）。

55） 呉江山は福建省同安県の出身で、台湾に渡って商業に従事した後、東薈芳という台湾料理店を合同で
経営した。その後、1921年に巨資を投じて大稻埕に江山楼を開いた。江山楼は名声を誇り、台湾料
理的代表的な料亭として認められた。1923年、当時の皇太子裕仁（後の昭和天皇）が訪台したさい
には東薈芳と共同で宴席の場を担当した。呉は 1927～28年に『台湾日日新報』に「台湾料理の話」
22篇を連載している。曽品滄「日治時期台湾菜譜的演進与東亜食文化的跨境流動」（『台湾史研究』
25巻 3期、2018年）56頁を参照。

56） さきに紹介した児玉前掲「魚丸缶詰業を新興せよ」がそれにあたる。
57） 「魚丸の缶詰試験一段落を告ぐ、四月上旬品評会を開き九年度には大々的試験」（『台湾日日新報』

1934年 3月 17日）。
58） 「魚丸缶詰試食品評会」（『台湾水産雑誌』230号、1934年）。
59） 「魚丸缶詰製造愈民業として計画」（『台湾水産雑誌』262号、1937年）43頁。
60） 「彙報欄　高雄水試の魚丸缶詰」（『台湾水産雑誌』277号、1938年）64～65頁。
61） 台湾総督府殖産局水産課編『台湾水産要覧』第四章製造業、第四節主要製造業、一食品製造業（2）
其の他の缶詰（1940年）57頁。
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